
　
不
法
投
棄
は
、
法
律
で
５
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
千
万
円

以
下
の
罰
金
と
、
非
常
に
重
い

罰
が
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
市
内
で
も
、
空
き
缶
や
菓
子

の
袋
、
廃
タ
イ
ヤ
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
ご
み
が
道
路
や
海
岸
、

山
間
部
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
最
近
は
海
岸
や
道
路

に
マ
ス
ク
の
不
法
投
棄
が
と
て

も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
不
法
投
棄
を
目
撃
し
た
と
き

は
、
直
接
注
意
せ
ず
、
市
う
み

が
め
課
や
警
察
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
不
法
投
棄
の
回
収
に
は
、
個

人
・
団
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

人
た
ち
や
自
治
会
、
郷
づ
く
り

な
ど
、
た
く
さ
ん
の
か
た
が
た

が
協
力
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
1
人
1
人
が
マ
ナ
ー
を
守
り
、

ご
み
を
決
ま
っ
た
場
所
に
き
ち

ん
と
捨
て
る
こ
と
で
、
住
み
よ

い
ま
ち
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▲市内で発見された不法投棄

外
焼
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
焼
却
す
る
場
所
や
時
間
、

風
向
き
に
は
、
十
分
配
慮
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
タ
イ
ヤ
や

農
業
用
を
含
む
廃
ビ
ニ
ー
ル
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
は
絶
対
に
焼

却
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
　
　

　
野
外
焼
却
は
、
近
隣
住
民
の

生
活
環
境
に
支
障
を
来
さ
な
い

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
住
民

か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
中

止
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
野
外
焼
却
に
よ
る
影
響

を
理
解
い
た
だ
き
、
自
然
環
境
、

近
隣
住
民
の
生
活
環
境
の
保
全

に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
令
和
５
年
７
月
か
ら
、
粗
大

ご
み
は
有
料
化
し
、
自
宅
の
前

に
出
す
戸
別
収
集
と
な
り
ま
す
。

粗
大
ご
み
は
地
域
分
別
収
集
会

場
や
公
設
分
別
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
出
せ
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、

広
報
ふ
く
つ
9
月

号
、
ま
た
は
市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

環境
掲示板
環境
掲示板
　市ではSDGsの考え方を踏まえた
環境保全に取り組んでいます。この
コーナーでは、市民の皆さんの生活
に身近な、ごみや動物、環境に関す
ることをお知らせします。

問い合わせ　
市うみがめ課☎62・5019

ご
み
の
不
法
投
棄
を

な
く
し
ま
し
ょ
う

　
ご
み
を
野
外
焼
却
（
野
焼

き
）
す
る
と
悪
臭
や
煙
、
す
す
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
や
有
害
物
質

が
発
生
し
、
広
範
囲
に
悪
影
響

が
及
び
ま
す
。
例
え
ば
、
煙
や

臭
い
で
気
分
が
悪
く
な
る
な
ど

の
症
状
が
出
た
り
、
洗
濯
物
に

臭
い
が
つ
い
た
り
す
る
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
引
き
起
こ

し
ま
す
。
こ
の
た
め
野
外
焼
却

は
一
部
の
例
外
を
除
き
「
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
」
で
禁
止
さ
れ
て
い
て
、

違
反
し
た
場
合
は
処
罰
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
今
年
度
も
多
数
の
相
談
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ご
み
の
野

外
焼
却
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ

う
。

　
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を

営
む
た
め
に
必
要
な
刈
り
草
の

焼
却
な
ど
は
、
例
外
と
し
て
野

令
和
５
年
７
月
か
ら

粗
大
ご
み
の
有
料
化
・

戸
別
収
集
を
開
始

野
焼
き
は
禁
止×

外
と
高
く
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

私
も
社
会
の
一
員
と
し
て
未
来
会

議
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
福
津

に
関
し
て
の
知
識
が
な
か
っ
た
け

ど
、
未
来
会
議
の
た
び
に
自
分
の

住
ん
で
い
る
地
域
に
対
し
て
、
愛

着
が
湧
き
ま
し
た
。

　このコーナーでは、持続可能で、誰
もが幸せなまちづくりの実現に役立つ
情報を掲載しています。
問い合わせ　市まちづくり推進室☎
43・8121

のまちづくり
みんなで取り組もう

幸せ

福
間
中
学
校
3
年
生
が

「
自
分
と
福
津
の
誰
か
を
幸
せ
に
す
る
企
画
」
を
提
案

▲教室からパソコンに向かって感想を発表する生徒

▲幸せ（Well-being) を
構成する 5つの因子

　
福
間
中
学
校
で
は
、
3
年
生
の

生
徒
が
全
員
で
福
津
市
の
現
状
や

未
来
像
に
つ
い
て
語
り
合
う
「
福

間
中
発
！
福
津
市
未
来
会
議
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
テ
ー

マ
は
「
自
分
と
福
津
の
誰
か
を
幸

せ
に
す
る
企
画
」
で
す
。
地
域
の

か
た
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
夏
休
み
前
か
ら
ア
イ
デ
ア
出

し
な
ど
の
準
備
を
始
め
ま
し
た
。

９
月
２
日
、
企
画
の
仕
上
げ
に
先

立
ち
、
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
の

職
員
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
講

演
を
行
い
ま
し
た
。

生
徒
の
感
想

・
今
は
、
中
学
校
に
通
っ
て
い
る

か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
地
域
に

関
わ
れ
て
い
る
け
ど
、
今
後
進
学

や
就
職
す
る
と
、
地
域
に
関
わ
れ

な
い
こ
と
が
増
え
て
く
る
と
思
う
。

そ
の
中
で
ど
う
地
域
と
関
わ
る
か
、

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で

良
か
っ
た
。

・
幸
せ
を
言
葉
で
表
す
の
は
難
し

い
な
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
自
分

ら
し
さ
や
人
と
の
関
わ
り
か
ら
幸

せ
は
で
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
福
津
市
の
幸
福
度
が
意

【講演内容】
「幸せ（ウェルビーイング）のまちづくり」
・SDGs が目指す幸せ＝ウェルビーイングとは
・幸福度調査（※）の指標とその結果
・福津市 SDGs 未来都市計画の「2030 年の
あるべき姿」から見た市の現状と課題

※幸福度調査の結果は、市公式ホームページ
「市民満足度調査の結果」に掲載しています

　このコーナーでは悪質商法や商品事故など実際
に起きている、消費生活における問題事例を紹介
しています。消費者被害は決して他人事ではあり
ません。迷ったり、困ったりしたら、一人で悩まず、
ぜひ相談してください。

　解約したはずのクレジットカード会社から請求書が
届くので不審に思い問い合わせました。リボルビング
払い（以下リボ払い）設定になっていたので残高が約
30万円あると言われ驚きました。

　リボ払いは、利用金額や件数にかかわらず、設定し
た一定額を毎月返済する支払方法です。月々の支払
いは一定額に抑えられますが、支払いが長期化して手
数料がかさみ、残金が分かりにくい点に注意が必要で
す。クレジットカードを作ったとき、初期設定でリボ払
いになっているカードや、リボ払い専用カードもあり
ます。申込時にきちんと確認しましょう。
　利用明細に手数料の記載があり、利用額に比べ請
求額が少ない場合はリボ払いが考えられます。すぐに
カード会社に確認しましょう。

問い合わせ　市消費生活相談窓口☎43･8106（毎週月曜
･水曜･金曜日の午前9時～午後4時）
※県消費生活センター☎092･632･0999 でも、随時相
談を受け付けています

リボルビング払いの設定に注意！相談事例

毎月の明細書は必ず確認を！アドバイス

消費生活相談
迷ったら一人で悩まず相談を！相談事例

11月5日土曜日は津波防災の日です

問い合わせ　市防災安全課☎43・8107

　もしも突然の集中豪雨に襲われたら・・。もし
も大きな地震が起きたら・・。あなたや家族は大
丈夫ですか。発生時間が夜中や通勤中だった場合
はどう行動しますか。被害を減らすためには、災
害を正しく理解し、備えることが大切です。

　平成23年の東日本大震災では、東北地方の太平洋
沿岸を襲った津波によって多くの命が失われました。
これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的
に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、その
中で毎年11月5日が「津波防災の日」と決められてい
ます。11月5日は、嘉永7年（1854年）11月5日の安政
南海地震（マグニチュード8.4）で和歌山県を津波が
襲った際に、稲に火を付けて、暗闇の中で逃げ遅れて
いた人たちを高台に避難させて命を救った「稲むらの
火」の逸話にちなんだ日です。
　津波に対する防災意識は沿岸地域に住んでいる人
はもちろん、さまざまな機会を通じて海に親しむこと
の多い皆さんに必要です。福津市では、防災への取り
組みとして、毎年、11月5日の直後の土曜日に全市一
斉の防災訓練を実施しています。今年度の実施日は
11月5日（土曜日）です。まずは家の中の安全な場所
を探したり、家具の転倒対策をしたりするなど、身近
なことから始めましょう。

持
袋 福津防災

かえい

備えあれば
憂いなし！

いな
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